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⼿　帳
身体障害者⼿帳
問合　所管の福祉事務所（14 ページ参照）

身体に障がいのある⽅が、身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると東京
都で認められた場合に、本人（15 歳未満の場合は保護者）の申請に基づいて東京
都から交付されます。各種の援護を受けるためには、この⼿帳が必要となります。
障害の程度により１〜７級の等級が認定されます（ただし、肢体不⾃由の７級だ
けでは、⼿帳は交付されません）。

障がいの種類 ⼿帳の等級

視覚障害 １〜６級

聴覚障害 ２〜４級・６級

平衡機能障害 ３・５級

⾳声機能・⾔語機能・そしゃ
く機能の障害 ３・４級

障がいの種類 ⼿帳の等級
肢
体
不
⾃
由

上肢、下肢
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

１〜 7 級

体幹 １〜３級・５級

内
部
障
害

心臓・じん臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・⼩腸 １・３・４級

免疫機能障害・
肝臓機能障害 １〜４級

⼿帳には等級のほかに、種別（「第１種」と「第２種」）があります。種別によりサー
ビス内容が異なる場合がありますので、ご確認ください。

障害種別

⼿帳のお渡しは、申請後1ヶ⽉半から2ヶ⽉半かかります（東京都の審査状況に
よっては、それ以上かかる場合もあります）。⼿帳が東京都から届いたら、ご連
絡します。

申請から⼿帳のお渡しまで

次のものを持参し、福祉事務所の窓口へ申請してください。
① 身体障害者診断書・意⾒書（⽤紙は各福祉事務所にあります。診断書の作成は「身

体障害者福祉法第 15 条の指定」を受けている医師に依頼して下さい）
②顔写真（タテ４㎝ × ヨコ３㎝、脱帽・上半身を１年以内に撮影したもの）１枚

申請⼿続

障害種別 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚 ★
聴覚または
平衡機能

聴覚
平衡機能

⾳声・⾔語機能

肢体
不⾃由

上肢 ★
下肢 ★
体幹

内部 ■

は１種
は２種

★のついた等級のうち、障
がい状況により一部は１種

□印のついた等級のうち、
ぼうこう・直腸機能障害は
２種

18 ページ 

18 か ら 20 ペ ー ジ は 、 各 障 害 者 手 帳 に 関 す る 手 続 に つ い て ご 案 内 し て い ま す 

 

身体障害者手帳、お問合せは所管の福祉事務所、14 ページ参照 

身体に障がいのある方が、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると東京都で認められた場合に、本人

（15 歳未満の場合は保護者）の申請に基づいて東京都から交付されます。各種の援護を受けるためには、

この手帳が必要となります。障害の程度により１から７級のとう級が認定されます。ただし、肢体不自由の

７級だけでは、手帳は交付されません 

障がいの種類、手帳のとう級 

視覚障害、１から６級。聴覚障害、２から４、６級。平衡機能障害、3、5 級 

音声機能、言語機能、そしゃく機能の障害、３、４級 

肢体不自由 

上肢、下肢、乳ようじ期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害、１から７級 

体幹、１から３、５級 

内部障害 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、１、３、４級 

免疫機能障害、肝臓機能障害、１から４級 

障害種別 

手帳にはとう級のほかに、種別（第 1 種と第 2 種）があります。種別によりサービス内容が異なる場合が

ありますので、詳細は所管の福祉事務所へご確認ください 

申請手続 

次のものを持参し、福祉事務所の窓口へ申請してください 

1、身体障害者診断書、意見書。用紙は各福祉事務所にあります。 

診断書の作成は身体障害者福祉法第 15 条の指定を受けている医師に依頼してください 

2、顔写真 1 枚（タテ 4 センチ、ヨコ 3 センチ、脱帽で上半身を１年以内に撮影したもの） 

申請から手帳のお渡しまで 

手帳のお渡しは、申請後約１ヶ月半から２ヶ月半かかります。東京都の審査状況によっては、それ以上かか

る場合もあります。手帳が東京都から届いたら、ご連絡します 
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愛
あい

の⼿
てちょう

帳（療
りょう

育
いく

⼿
てちょう

帳）
問
とい

合
あわせ

　所
しょ

管
かん

の福
ふく

祉
し

事
じ

務
む

所
しょ

（14 ページ参
さん

照
しょう

）

⼿
てちょう

帳を紛
ふんしつ

失・破
は そ ん

損したときは・・・
問
とい

合
あわせ

　所
しょ

管
かん

の福
ふく

祉
し

事
じ

務
む

所
しょ

（14 ページ参
さん

照
しょう

）

愛
あい

の⼿
てちょう

帳は、知
ちてきしょう

的障がいのある⽅
かた

が、各
かくしゅ

種の援
え ん ご

護を受
う

けるために必
ひつよう

要な⼿
てちょう

帳です。
この⼿

てちょう
帳を受

う
けるためには、判

はんてい
定機

きかん
関の判

はんてい
定が必

ひつよう
要となります。

障
しょう

害
がい

の程
て い ど

度により１〜４度
ど

にわかれています。

身
しんたい

体障
しょうがいしゃ

害者⼿
てちょう

帳、愛
あい

の⼿
てちょう

帳を紛
ふんしつ

失したり、破
は そ ん

損したときは、再
さい

発
はっこう

行ができます。

申
しんせい

請・判
はんてい

定を希
き ぼ う

望される⽅
かた

は、直
ちょくせつ

接下
か き

記までお問
といあわ

合せください。
･ １８歳

さい
未
み ま ん

満の⽅
かた

……板
いたばしく

橋区⼦
こ

ども家
か て い

庭総
そうごう

合⽀
し え ん

援センター（☎ 5944-2374）
･ １８歳

さい
以
いじょう

上の⽅
かた

……東
とうきょうと

京都心
しんしん

身障
しょうがいしゃ

害者福
ふ く し

祉センター　　 （☎ 3235-2961）

次
つぎ

のものを持
じ さ ん

参のうえ、所
しょかん

管の福
ふ く し

祉事
じ む し ょ

務所窓
まどぐち

口へお越
こ

しください。
･ 顔
かお

写
じゃしん

真（タテ 4 ㎝×ヨコ 3 ㎝、脱
だつぼう

帽・上
じょうはんしん

半身を１年
ねん

以
い な い

内に撮
さつえい

影したもの）１枚
まい

東
とうきょうと

京都で⼿
てちょう

帳を作
さくせい

成しますので、再
さい

発
はっこう

行まで１ヶ⽉
げつ

半
はん

から２ヶ⽉
げつ

半
はん

かかります。
再
さい

発
はっこう

行までに⼿
てちょう

帳が必
ひつよう

要な場
ば あ い

合、「⼿
てちょう

帳所
し ょ じ

持証
しょうめいしょ

明書」が即
そくじつ

日発
はっこう

行できます。
※「⼿

てちょう
帳所

し ょ じ
持証
しょうめいしょ

明書」は、所
しょかん

管の福
ふ く し

祉事
じ む し ょ

務所のみの発
はっこう

行となります。

申
しんせい

請⼿
てつづき

続・判
はんてい

定機
きかん

関（12・13 ページ参
さん

照
しょう

）

申
しんせい

請⼿
てつづき

続

再
さいはっこう

発行までの期
きかん

間

運
うんちん

賃割
わりびき

引制
せいど

度の第
だい

１種
しゅ

・第
だい

２種
しゅ

の区
くぶん

分

種
しゅ

　　類
るい

対
たい

象
しょう

となる等
とう

級
きゅう

第
だい

１種
しゅ

知
ちてき

的障
しょうがいしゃ

害者 愛
あい

の⼿
てちょう

帳１度
ど

・２度
ど

、愛
あい

の⼿
てちょう

帳３度
ど

＋身
しんたい

体障
しょうがいしゃ

害者⼿
てちょう

帳１〜３級
きゅう

第
だい

２種
しゅ

知
ちてき

的障
しょうがいしゃ

害者 愛
あい

の⼿
てちょう

帳３度
ど

・４度
ど
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愛の手帳（療育手帳）、お問合せは所管の福祉事務所、14 ページ参照 

愛の手帳は、知的障がいのある方が、各種の援護を受けるために必要な手帳です。この手帳を受けるために

は、判定機関の判定が必要となります。障がいの程度により１から４度にわかれています 

申請手続、判定機関、12、13 ページ参照 

申請、判定を希望される方は、直接下記までお問合せください 

18 歳未満の方は、板橋区子ども家庭総合支援センター、電話 03-5944-2374 

18 歳以上の方は、東京都心身障害者福祉センター、電話 03-3235-2961 

運賃割引制度の第１種、第２種の区分 

第１種知的障害者、対象となるとう級は、愛の手帳１度、２度、愛の手帳３度と身体障害者手帳１から３級 

第２種知的障害者、対象となるとう級は、愛の手帳３度、４度 

 

手帳を紛失、破損したときは・・・、お問合せは所管の福祉事務所、14 ページ参照 

身体障害者手帳、愛の手帳を紛失したり、破損したときは、再発行ができます 

申請手続 

次のものを持参のうえ、所管の福祉事務所窓口へお越しください 

1、顔写真 1 枚（タテ 4 センチ、ヨコ 3 センチ、脱帽で上半身を１年以内に撮影したもの） 

再発行までの期間 

東京都で手帳を作成しますので、再発行まで 1 か月半から２カ月半かかります 

再発行までに手帳が必要な場合、手帳所持証めいしょが即日発行できます 

なお手帳所持証めいしょは所管の福祉事務所のみの発行となります 
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住
じゅうしょ

所変
へんこう

更の⼿
て つ づ

続き
問
とい

合
あわせ

　所
しょ

管
かん

の福
ふく

祉
し

事
じ

務
む

所
しょ

（14 ページ参
さん

照
しょう

）

身
しんたい

体障
しょうがいしゃ

害 者⼿
てちょう

帳、愛
あい

の⼿
てちょう

帳をお持
も

ちの⽅
かた

が、住
じゅうしょ

所変
へんこう

更した場
ば あ い

合は、届
とどけで

出が必
ひつよう

要
です。⼿

てつづき
続に必

ひつよう
要な書

しょるい
類は異

こと
なりますので、それぞれ⼿

てつづき
続・問

といあわ
合せ先

さき
にご確

かくにん
認く

ださい。

住
じゅうしょ

所変
へんこう

更 ⼿
てつづき

続・問
といあわ

合せ先
さき

区
くない

内転
てんきょ

居 区
くない

内転
てんきょさき

居先を所
しょかん

管する福
ふくし

祉事
じむしょ
務所

転
てん

　出
しゅつ

転
てんしゅつさき

出先の障
しょう

がい者
しゃ

福
ふくし

祉の窓
まどぐち

口（福
ふくし

祉事
じむしょ
務所等

とう
）

精神障害者保健福祉⼿帳
問合　健康福祉センター（15 ページ参照）

精神障がいのある⽅が、一定の障がいにあることを証明するもので、各種の⽀援
を受けるために必要な⼿帳です。障がいの等級は 1 級から 3 級まであります。

①申請書
②所定の診断書（⽤紙は担当窓口にあります）
　⼜は精神障害を⽀給事由とする障害年金証書の写し
※診断書について

診断書は作成日より３ヶ⽉以内のものをご⽤意ください。また、新規申請の場
合、初診日から６ヶ⽉以上経過してから作成されている必要があります。

③顔写真（タテ４㎝×ヨコ３㎝、脱帽・上半身を１年以内に撮影したもの）１枚
④現在お持ちの⼿帳の写し （更新の場合のみ）

⼿帳の有効期間は２年間で、有効期限の３ヶ⽉前から更新⼿続ができます。

⼿帳を紛失・破損したときは、再発行の申請ができます。再発行した⼿帳のお渡
しは、申請から２ヶ⽉前後になります。

住所等を変更する場合は、⼿帳と印鑑を持参のうえ、新たな住所地の窓口（板橋
区内は健康福祉センター）までお越しください。

⼿帳のお渡しは申請後２〜３ヶ⽉程度かかります。受け取り場所は、申請された
健康福祉センターの窓口です。

申請⼿続・申請に必要な書類など

有効期限と更新⼿続

⼿帳を紛失・破損したときは

住所変更の⼿続

⼿帳の受け取り

20 ページ 

 

住所変更の手続、お問合せは所管の福祉事務所、14 ページ参照 

身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方が、住所変更した場合は、届出が必要です 

手続に必要な書類は異なりますので、それぞれ手続、問合せ先にご確認ください 

区内転居の場合、手続、問合せ先は、区内転居先を所管する福祉事務所 

転出の場合、手続、問合せ先は、転出先の障がい者福祉の窓口（福祉事務所等） 

 

精神障害者保健福祉手帳、お問合せは健康福祉センター、15 ページ参照 

精神障がいのある方が、一定の障がいにあることをショウメイするもので、各種の支援を受けるため

に必要な手帳です。障がいのとう級は１級から３級まであります 

申請手続、申請に必要な書類など 

1、申請書  

2、所定の診断書。（用紙は担当窓口にあります） 

  又は精神障害を支給事由とする障害年金の年金証書の写し 

診断書について 

診断書は作成びより３か月以内のものをご用意ください 

また、新規申請の場合、初診びから６か月以上経過してから作成されている必要があります  

3、顔写真 1 枚（タテ４センチ、ヨコ３センチ、脱帽で上半身を１年以内に撮影したもの） 

4、現在お持ちの手帳の写し（更新の場合のみ） 

有効期限と更新手続 

手帳の有効期間は２年間で、有効期限の３か月前から更新手続ができます 

手帳の紛失、破損 

手帳を紛失、破損したときは、再発行の申請ができます。再発行した手帳のお渡しは、申請から２か

月前後になります 

住所変更の手続 

住所等を変更する場合は、手帳と印鑑を持参のうえ、新たな住所地の窓口（板橋区内は健康福祉セン

ター）までお越しください 

手帳の受け取り 

手帳のお渡しは申請後２から３か月程度かかります。受け取り場所は、申請された健康福祉センター

の窓口です 




